
瀬戸市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱 

目的  

第 1条 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業 児童福祉法 昭和 22 法律第 164

号 第 19 条 第 項 規定 医療費支給認定 係 小児慢性特定疾病児童等 対

特殊寝 等 日常生活用具 以 用具 いう を給付 以 給付 い

う 日常生活 便宣を図 を目的  

用具 種目及び給付 対象者  

第 2 条 給付 対象 用具 種目 別表 1 種目 欄 用具 対

象者 同表 対象者 欄 児童福祉法 昭和 22 法律第 164 号 第 19 条

第 項 規定 医療費支給認定 係 小児慢性特定疾病児童等  

給付 申請  

第 3条 市長 用具 給付を希望 対象者 保護者(以 申請者 いう ) 対 日

常生活用具給付申請書(以 申請書 いう )(別紙様式 ) 小児慢性特定疾患医療受給

者証 写 を添え 申請させ  

 申請書を受理 市長 当該対象者 身体 状況 介護 状況 家庭 経済状況及

び 宅環境等を実地 調査 みや 調査書 (別紙様式 )を作成  

(給付 決定) 

第 4条 市長 内容を審査 用具 給付を行う う を決定  

 市長 用具 給付を決定 場合 日常生活用具給付決定通知書(別紙様式 )

及び日常生活用具給付券(以 給付券 いう )(別紙様式 )を 申請書を却

を決定 場合 却 決定通知書(別紙様式 )を 申請者 交付

 

(用具 給付) 

第 5 条 市長 用具 給付を行う場合 用具 製作 く 販売を業 者(以

業者 いう ) 委託 行う  

 市長 業者 選定 当 廉 価格 良質 適 用具 確保

う経営規模 地理的条件 アフターサービス 能性等を十 案 決定

 

(費用 負担及び支払い) 

第 6 条 対象者 扶養義 者 用具 給付を受 入 状況 応 用

具 給付 要 費用 一部を負担  

 扶養義 者 負担 額 基準 別表 定 額  

 扶養義 者 用具を納付 業者 対 給付券を添え 負担

さ い 額を支払う  

 市長 用具を納付 業者 請求 給付 必要 用具 購入 要 額

扶養義 者 直接業者 支払 額を減 額を支払う  



 費用 請求 給付券を添付 行う  

(用具 管理) 

第７条 用具 給付を受 者 当該用具を給付 目的 使用 譲渡 交

貸 付 又 担保 供 い  

 違 場合 当該給付 要 費用 全部又 一部を返還させ あ

 

給付 帳 整備  

第 8 条 用具 給付 状況を明確 日常生活用具/給付 帳 を整備 く

  

  

 

附則 

要綱 成 18 月 日 施行  

附則 

要綱 成 18 10月 日 施行  

附則 

要綱 成 20 月 1日 施行  

附則 

要綱 成 20 ７月 1日 施行  

附則 

要綱 成 22 4月 1日 施行  

附則 

要綱 成 23 4月 1日 施行  

附則 

要綱 成 24 4月 1日 施行  

附則 

要綱 成 25 8月 1日 施行  

附則 

要綱 成 27 1月 1日 施行  

附則 

要綱 成 27 11月 9日 施行 成 27 4月 1日 適用  

 

 

 

 

 



別 表 １ 

種 目 対 象 者 性 能 等 

便器 常時介護 要す 者 
小児慢性特定疾患児 容易 使用し得

も (手す け こ

) 

特殊マット 寝 状態 あ 者 
褥瘡 防止又 失禁等 汚染又

損耗 防止 機能 有す も  

特殊便器 肢機能 障害 あ 者 
足踏 温水温風 出し得 も

し 取替え 当 住宅改修

伴うも 除く  

特殊寝  寝 状態 あ 者 
腕 脚等 訓練 器具 付帯し

原則 し 使用者 頭部及び脚部 傾

斜角 個別 調整 機能 有す

も  

歩行支援用具 肢 不自由 者 
む う 性能 有す 手す

スロー 歩行器等 あ こ  

ア 小児慢性特定疾患児 身体機能

状態 十 踏まえ も あ 必

要 強 安定性 有す も  

イ 転倒予防 立 動作 補助

移乗動作 補助 段差解消等 用具

も  

入浴補助用具 入浴 介助 要す 者 
入浴時 移動 位 保持 浴槽へ

入水等 補助 小児慢性特定疾患

児又 介助者 容易 使用し得 も

 

特殊尿器 自力 排尿 い者 
尿 自動的 吸引さ も 小児慢

性特定疾患児又 介助者 容易 使用

し得 も  

体位変換器 寝 状態 あ 者 
介助者 小児慢性特定疾患児 体位

変換させ 容易 使用し得 も

 

車いす 肢 不自由 者 
小児慢性特定疾患児 身体機能 十

踏まえ も あ 必要 強

安定性 有す も  

頭部保護帽 発作等 頻繁 転倒す 者 
転倒 衝撃 頭部 保護 も

 

電気式 吸引

器 

呼吸器機能 障害 あ 者 
小児慢性特定疾患児又 介助者 容易

使用し得 も  



ー スト 体温調節 著しく難しい者 
疾病 症状 合わせ 体温調節

も  

紫外線 ット

ー  

紫外線 対す 防御機能 著し

く け や神経障害 起

こすこ あ 者 

紫外線 ット も  

ネ イ ー

(吸入器) 

呼吸機能 障害 あ 者 
小児慢性特定疾患児又 介助者 容易

使用し得 も  

パ ス キ

ー ー 

人工呼吸器 装着 必要 者 
呼吸状態 的 ニ ン す

こ 能 機能 有し 介助者 容

易 使用し得 も  

ストーマ装具

蓄便袋  

人工肛門 造設し 者 小児慢性特定疾病児童又 介助者 容

易 使用し得 も  

ストーマ装具

蓄尿袋  

人工膀胱 造設し 者 

 

小児慢性特定疾病児童又 介助者 容

易 使用し得 も  

人工鼻 

 

人工呼吸器 装着又 気管 開

必要 者 

小児慢性特定疾病児童又 介助者 容

易 使用し得 も  

 

 

 

 



表  

徴収基準額表 

階  

 
世 階 細  

徴収基準

  額 

徴収基準

加算 額 

階  

生活保護法 被保護世 単給世 を含 及び中国残留

邦人等 滑 国 進並び 永住 国 中国残留邦人等及

び特定配偶者 自立 支援 関 法律 支援給付 給世  

 

0 

 

0 

階  階 を除 当該 度 市町村民税非課税世  1,100 110 

階  

階 及び 階

を除 当該 度

市町村民税課税

世 あ

市町村民税 額

次

該当 世  

均等割 額  

所得割 い世  （1 階  「,「50 「」0 

所得割 額 あ 世  

（「 階  「,900 「90 

階  

階 及び 階

を除 前 所

得税課税世 あ

所得税

額 次

該当 世

 

所得税 額「,400 以  ）1 階  」,450 」50 

,  ～ ,   ）「  」,800 」80 

,  ～ ,   ）」  4,「50 4」0 

,  ～ ,   ）4  4,700 470 

,  ～ ,   ）5  5,500 550 

,  ～ ,   ）6  6,「50 6」0 

,  ～ ,   ）7  8,100 810 

,  ～ ,   ）8  9,」50 940 

,  ～ ,   ）9  11,550 1,160 

,  ～ ,   ）10  1」,750 1,」80 

,  ～ ,   ）11  17,850 1,790 

,  ～ ,   ）1「  「「,000 「,「00 

,  ～ ,   ）1」  「6,150 「,6「0 

,  ～ , ,   ）14  40,」50 4,040 

, ,  ～ , ,   ）15  4「,500 4,「50 

, ,  ～ , ,   ）16  51,450 5,150 

, ,  ～ , ,   ）17  61,「50 6,1」0 

, ,  ～ , ,   ）18  71,900 7,190 

4,17」,001 以   ）19  全 額 左 徴収

基 準 額

10％  



       

額

8,560

満 い

場 合

8,560  

備    考 

 徴収 額 決定 特例 

ア 階 以外 各 属 世 人以 児童 同時 表 徴収基準額表 適用を

け 場合 徴収基準 額 最 多額 児童以外 児童 い 同表 定 加

算基準 額 算定  

イ 未満 端数 生 場合 捨     

ウ 児童 民法第 条 規定 当該児童 扶養義 者 い 徴収 額 決定 行わ

い 児童本人 所得税又 市町村民税 課さ い 場合 本人

扶養義 者 準 徴収 額を決定  

 世 階 認定 

 認定 原則 

世 階 認定 当該児童 属 世 構成員及び 以外 者 現 児童を扶養

い う 当該児童 扶養義 者 べ い 所得税等 課税 無

行う あ  

 認定 基礎 用語 定義 

ア 児童 属 世 当該児童 生計を一 消費経済 一単位を指 あ

夫婦 児童 同一家屋 生活 い 標準世 勿論 こ 父 農閑期 出稼

数カ 居 い 場合 病気治療 一時土地 病院 入院 い 場合 父 職

場 都合 他 土地 宿 時々 宅 こ を例 い 場合 父 児童

同一世 属 い  

イ 扶養義 者 いう 民法第 条 定 い 直系血族 父 祖父

養父 等 兄弟姉妹 就学児童 乳幼児等 歳未満 兄弟姉妹 未就業 者

原則 扶養義 者 扱い い 並び 以外 親等以

親族 叔父 叔 等 家庭裁 所 特 事情あ 特 扶養 義 を負わ

あ  

児童 世 を一 い扶養義 者 い 現 児童 対 扶養を 行

い 者 以 世 外扶養義 者 いう 他 認定 際 扶養義 者

扱いを行わ い  



ウ 認定 基礎 所得税額等 所得税法 昭和 法律第 号 租税特

措置法 昭和 法律第 号 災害被害者 対 租税 減免 徴収猶予等 関

法律 昭和 法律第 号 規定及び 成 日雇児発 第1号厚

生労働省雇用均等・児童家庭局長通知 控除廃 影響を け 費用徴収制度等 厚生労働

省雇用均等・児童家庭局所管 制度 限 扱い い 計算さ

所得税 額 所得税額を計算 場合 所得税法第 条第 項 同条第 項

第 号 第 号 地方税法第 条 第 項第 号 規定 寄附金 限 第

号 地方税法第 条 第 項第 号 規定 寄附金 限 規定 寄附金

限 第 条第 項 第 条第 項 第 項及び第 項 租税特 措置法第 条

第 項 第 項及び第 項 第 条 第 条 第 項 第 項 第 項及び

第 項 第 条 第 項 第 条 第 項及び第 項 第 条

第 項及び第 項 租税特 措置法 一部を改 法律 成 法律第 号

附則第 条 所得税法等 一部を改 法律 成「5 度法律第 号 附則第59条第

項及び第60条第 項 規定 適用 い 地方税法 賦課さ 市町村民税

所得割を計算 場合 地方税法第 条 第 条 及び同法附則

第 条第 項及び第 条 第 項及び第 条 第 項 規定 適用 い 生

活保護法 被保護世 単給世 を含 及び中国残留邦人等 滑 国 進並

び 永住 国 中国残留邦人等及び特定配偶者 自立 支援 関 法律 支援給付

以 支援給付 いう をいう 生活保護 い 現在生活扶助 療扶

助等 保護を け い 事実 支援給付 い 支援給付を け い 事実 所得税

い 前 所得税 課税 無及び 額 市町村民税 い 当該 度 市町村

民税 課税又 免除 地方税法第 条 免除 以 同 無を 認定

基準 前 所得税又 当該 度 市町村民税 課税関 明 い場

合 扱い い こ 明 期間 前々 所得税又 前 度 市町

村民税 こ  

 徴収基準額表 適用時期 

  度 表 徴収基準額表 適用時期 日を起点 扱う  

 徴収基準額表中 徴収基準 額欄 全額 あ 当該児童 措置 要 費用 い

市町村 徴収 額 費用総額を超え い あ こ  

 徴収基準額 特例 

    災害等 前 度 当該 度 所得 著 い変動 あ 場合 状況等を 案

実情 即 弾力性 あ 扱いを 差 支え い  

 他 

成 度 生活保護基準 見直 影響を け い う 児童福祉法 保育所

運営費国庫負担金 い 昭和51 16日厚生省発児第59号 厚生事 次官通知 第  

保育所徴収金 保育料 基準額表備考 準 階 対象世 う 特 困窮

い 市町村 長 認 世 い 階 同様 扱い こ  


